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第３次男女共同参画基本計画に関する 

施策の評価等について 

（第３分野）（各府省作成資料） 

 



 
                                           府省名： 内閣府  

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画  

ア 男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進  
 
１ 主な施策の取組状況 

 

・ 「男女共同参画週間」を通じた広報・啓発活動の実施 

平成 26 年度の男女共同参画週間では、男性がより家事・育児等に関わりたくなるようなキャッチ

フレーズを決定する等、家庭生活における男女共同参画を促進した。 

 

・ 男性にとっての男女共同参画シンポジウムの開催 

男性にとっての男女共同参画に対する理解を深め、男性の地域・家庭等への参画を促進するため、

男性にとっての男女共同参画シンポジウムを開催した。 

 

・ 男性にとっての男女共同参画ポータルサイトの開設 

男性にとっての男女共同参画に対する理解の促進と、ロールモデルの発信、情報提供に努めるため、

男性にとっての男女共同参画ポータルサイトを開設した。 

 

・ 地方自治体担当者向けセミナー（男性にとっての男女共同参画）の実施 

地方自治体の担当者が、各地域において男性にとっての男女共同参画を推進するにあたり、その意

義や具体的な事例等に対する理解を支援するため、自治体職員向けセミナーを開催した。 

 

・ 地方自治体担当者向けセミナー（ワーク・ライフ・バランス）の実施 

各地域における仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の取組強化を図るため、地方自治

体の担当者を対象としたセミナーを実施した。 

 

・ 男女共同参画社会に関する世論調査、「男性にとっての男女共同参画」に関する意識調査の実施 

固定的性別役割分担意識が男性にもたらす重圧や男性の心身の健康の問題等を把握することを目

的に、世論調査や意識調査を実施した。 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

・ 男性の育児休業取得率や６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間等が上昇基調にあること

など、取組の裾野は広がりつつある。しかしながら、男性の家事・育児参画等の取組状況は成果目標

には及ばず、依然として低水準となっている。 

これらの背景には、男性の固定的性別役割分担意識や長時間労働の問題があると考えられ、現状を

打開するため、こういった意識の解消と、働く本人だけでなく経営者や管理職が働き方改革の取組を

進める必要がある。 
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３ 今後の方向性、検討課題等 

 

・ 引き続き、シンポジウムの開催等を通じて、男性にとっての男女共同参画の理解を促進し、取組の

裾野の拡大と深度化を図る。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

○ 男性の育児休業取得率〔厚生労働省（雇用均等基本調査）〕 

1.72(H21)、1.38(H22)、2.63(H23)、1.89(H24)、2.03(H25) 単位：％ 

成果目標 13(H32) 

 

○ ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間〔総務省（社会生活基本調査）〕 

  48(H13）、60(H18)、67(H23) 単位：分 

  成果目標 2時間 30分 
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                       府省名：    法 務 省       
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性，子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性のとっての男女共同参画   

ア 男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進   
 
１ 主な施策の取組状況 

① 男性にとっての男女共同参画に関する広報・啓発等 

・法務省の人権擁護機関では，「女性の人権を守ろう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ，

男女共同参画を含む女性の人権問題をテーマとした講演会や座談会の開催，テレビ・ラジオ放送，イン

ターネット配信，新聞・雑誌等による広報，啓発冊子等の配布，各種イベント等における啓発活動を実

施している。  

 

２ 取組結果に対する評価 

① 男性にとっての男女共同参画に関する広報・啓発等 

・「人権週間」を中心に特に重点的に全国各地の法務省の人権擁護機関で啓発活動を行うことで，性別

に基づく固定的な役割分担意識を解消し，男女共同参画に関する認識を深め，定着させるという計画の

要請にかなった活動を行っていると評価する。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

① 男性にとっての男女共同参画に関する広報・啓発等 

・今後とも，「人権週間」期間中における活動を一層推進させるとともに，年間を通じて広報啓発活動

にもより積極的に取組んでいくこととする。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                                           府省名： 内閣府  

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画  

イ 企業における男性管理職等の意識啓発  
 
１ 主な施策の取組状況 

 

・ 男性にとっての男女共同参画シンポジウムの開催 

男性にとっての男女共同参画に対する理解を深め、男性の地域・家庭等への参画を促進するため、

男性にとっての男女共同参画シンポジウムを開催した。特に、平成 25 年度は「ワーク・ライフ・バ

ランス」を、平成 26 年度は「男性の家事・育児参画等に対する上司の理解促進」をテーマとして実

施した。 

 

・ 経営者・管理職向けトップセミナーの開催 

企業における仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の取組を推進するため、関係団体と

連携して、企業経営者や管理職を対象とした経営者・管理職向けトップセミナーを実施した。 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

・ 男性の育児休業取得率や６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間等が上昇基調にあること

など、取組の裾野は広がりつつある。しかしながら、男性の家事・育児参画等の取組状況は成果目標

には及ばず、依然として低水準となっている。 

これらの背景には、男性の固定的性別役割分担意識や長時間労働の問題があると考えられ、現状を

打開するため、こういった意識の解消と、働く本人だけでなく経営者や管理職が働き方改革の取組を

進める必要がある。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 

・ 引き続き、シンポジウムの開催等を通じて、男性にとっての男女共同参画の理解を促進し、取組の

裾野の拡大と深度化を図る。また、関係団体と連携して適切な事例を選定する等して、経営者・管理

職の意識改革を進め、企業等における取組を促進する。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

○ 男性の育児休業取得率〔厚生労働省（雇用均等基本調査）〕 

1.72(H21)、1.38(H22)、2.63(H23)、1.89(H24)、2.03(H25) 単位：％ 

成果目標 13(H32) 

 

○ ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間〔総務省（社会生活基本調査）〕 

  48(H13）、60(H18)、67(H23) 単位：分 

  成果目標 2時間 30分 
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                                       府省名： 厚生労働省    
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画    

 イ 企業における男性管理職等の意識啓発善    
 
１ 主な施策の取組状況 
 

・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成 4 年法律第 90 号）及び「労働時間等見直しガイ

ドライン」（労働時間等設定改善指針（平成 18 年厚生労働省告示第 197 号））に基づき，所定外労働時

間の削減及び年次有給休暇の取得促進を始めとした労使の自主的な取組を促進するため、業種，企業の

特性に応じたコンサルティングを実施するなどきめ細かな支援を行った。 

 

・イクメンプロジェクトを推進し、その中で男性労働者の仕事と育児の両立を促進する企業を表彰する

「イクメン企業アワード」や、男性も育児休業等を取得しやすい職場づくりに取り組み、部下の育児と

仕事の両立を推進するために配慮工夫し、あわせて業務効率を上げるよう工夫している管理職を表彰す

る「イクボスアワード」を実施し、企業の好事例や管理職のモデルを広く周知することにより、男性の

仕事と育児の両立を推進している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている割合 

計画策定時 52.1％（成果目標 100％）［平成 32年］） → 平成 25年 60.6％ 

○週労働時間 60時間以上の雇用者の割合 

計画策定時 10.0％（成果目標 5割減［平成 32年］） → 平成 25年 8.8％ 

・現時点において目標は達成されていないが、計画策定時と比較し、目標へ向け少しずつ前進している。 

・目標達成に向けた課題の一つとしては、労働者の希望も踏まえた労働時間等の見直しを進めることや

恒常的な長時間労働が過重労働の一因となるおそれがあることについて未だ労使の理解が十分でない

ことが考えられる。 

 

○年次有給休暇取得率 

計画策定時 47.4％（成果目標 70％［平成 32年］） → 平成 24年 47.1％ 

 ・目標達成に向けた課題の一つとしては、労働者が年次有給休暇の取得にためらいを感じているが考

えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・企業や労働者が働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる「働き方・休み方改善指標」の普

及に加え、労使の取組に対する支援を拡充する。 

・改正次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針に、働き方の見直しに資する取組を進める

ことが重要である旨説明するとともに、非正規雇用の労働者についても仕事と家庭の両立支援の取組の

対象となることを盛り込む。 

・期間雇用者の育児休業の取得促進に取り組む。 
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・イクメンプロジェクトを引き続き実施することとし、セミナーの充実や、イクメン企業アワード・イ

クボスアワードの実施による好事例の普及等により、男性の仕事と育児の両立を一層推進していく。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

育児休業取得率：女性 83.0％、男性 2.03％（2013年）厚生労働省「雇用均等基本調査」 
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                     府省名：   総務省        

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画 
 
（施策名）（１）男性にとっての男女共同参画       

ウ 男性の家庭・地域への参画を可能にする職場環境の改善 
 
１ 主な施策の取組状況 

②多様な働き方の普及、普及のための検討 

・平成 24 年度、平成 25 年度は、「テレワーク全国展開プロジェクト」を展開。テレワーク未導入企業

のテレワーク導入を支援するため、テレワーク導入支援専門家による、導入コンサルティングを行っ

た（平成 24年度：25 社、平成 25年度：41社）。また、テレワーク導入に関するセミナーを開催し、

テレワーク導入のメリット、テレワークソリューション、テレワーク事例等の紹介を行った（平成

24年度：20回、平成 25年度：5回）。 

・平成 24 年度には、民間企業等がテレワークの実施に当たって情報セキュリティ上留意すべき点につ

いてまとめた、テレワークセキュリティガイドラインの改訂も行った 

２ 取組結果に対する評価 

②多様な働き方の普及、普及のための検討 

・「在宅型テレワーカーの数」は、第３次男女共同参画基本計画の成果目標（７００万人）となってい

る。平成２５年度テレワーク人口実態調査より、在宅型テレワーカー数は７２０万人となり成果目標

の７００万人を上回っている。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

②多様な働き方の普及、普及のための検討 

・女性の活躍支援に向けて、事業者・利用者の意識改革を促すとともに、テレワーク環境の裾野を拡大

するため、先進的なワークスタイルの実現に関するシステム確立等に向けた実証や、企業等のテレワ

ーク導入を促す人的サポート体制の拡充等を通じて、就業者におけるワークライフバランスの確立な

どを実現する。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・国土交通省「平成 25年度テレワーク人口実態調査」 

テレワーク人口は、平成 23年度：490 万人、平成 24年度：930万人、平成 25年度：720万人 

※ふだん収入を伴う仕事を行っている人の中で、仕事でＩＣＴを利用している人かつ、自分の所属する部署のある場所以外で、ＩＣ

Ｔを利用できる環境において仕事を行う時間が１週間あたり８時間以上である人のうち、自宅（自宅兼事務所を除く）でＩＣＴを利

用できる環境において仕事を少しでも行っている（週１分以上）人が対象。 

・総務省「平成 25年通信利用動向調査」 

テレワーク導入企業の割合は、9.3％（在宅勤務：1.9％、サテライトオフィス：1.7％、モバイルワー

ク：5.8％）。 
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                                       府省名： 厚生労働省    
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画    

 ウ 男性の家庭・地域への参画を可能にする職場環境の改善    
 
１ 主な施策の取組状況 
・適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満たした企業は厚生労働大臣

の認定を受け、認定マーク（愛称：くるみん）を使用することができるとされている。この認定制度及

び認定マークの認知度を高めるため，認定企業の取組事例や認定を受けるメリット等を積極的に紹介す

るとともに、平成 23 年 6 月に創設された認定企業に対する税制上の措置を幅広く周知し，認定の取得

促進を図っている。 

同措置については、当初平成 23～25 年度の３年間の措置であったが、平成 26 年３月 31 日に公布、同

年４月１日に施行された「所得税法等の一部を改正する法律」により、適用期限が平成 26年３月 31日

から平成 27年３月 31日まで１年間延長されている。 

・次世代法は 2014（平成 26）年度末までの時限立法であるが、同法の有効期限の 10 年間の延長、新た

な認定（特例認定）制度の創設等を内容とする改正法案を第 186回通常国会に提出し、2014 年 4 月 16 

日に成立した。 

これを踏まえ、認定基準・行動計画策定指針の見直しについて労働政策審議会において議論を行い、平

成 26年９月 24日に改正次世代法施行規則案要綱及び行動計画策定指針案要綱について諮問及び答申が

行われたところ。これらを含め、改正法の円滑な施行に向けた取組を進めていくこととしている。 

・都道府県労働局雇用均等室において、育児・介護休業法の周知徹底を図り、企業において規定が適切

に整備され、制度として定着し、法の履行確保が図られるよう、個別指導及び集団指導を効果的に組み

合わせた計画的な指導等を実施している。 

また、育児休業の取得等を理由とした不利益な取扱いに関する相談件数は、引き続き高い水準で推移し

ていることから、育児・介護休業法に基づく労働者の権利が侵害されている事案について相談があった

場合には、相談者の立場に配慮しつつ、法違反がある場合には事業主に対し迅速かつ厳正な指導を行っ

ている。 

また、労働者と事業主との間の紛争については、相談者のニーズに応じ、都道府県労働局長による助言・

指導・勧告及び紛争解決援助制度により、その円滑かつ迅速な解決を図ることとしている。 

・短時間正社員制度の導入・定着を促進するため，制度導入支援マニュアルを配布したほか，制度を導

入した事業主に対する助成金等の活用，「短時間正社員制度導入支援ナビ」の運営等により，短時間正

社員制度の概要や取組事例等についての情報提供を実施した。 

・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成 4 年法律第 90 号）及び「労働時間等見直しガイ

ドライン」（労働時間等設定改善指針（平成 18 年厚生労働省告示第 197 号））に基づき，所定外労働時

間の削減及び年次有給休暇の取得促進を始めとした労使の自主的な取組を促進するため、業種，企業の

特性に応じたコンサルティングを実施するなどきめ細かな支援を行った。 

・良質なテレワークの普及に向けて、総務省等の関係省庁と連携しつつ、テレワーク導入時における労

務管理上の課題等について相談に応える相談センターの設置や訪問によるコンサルティングの実施、セ

ミナーの開催、仕事と子育て等との両立を可能とする週１日以上の終日在宅テレワークモデルを構築す

るテレワークモデル実証事業（平成 26年度～平成 28年度の３年間で実施）等について実施している。 
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２ 取組結果に対する評価 

労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている割合 

計画策定時 52.1％（成果目標 100％）［平成 32年］） → 平成 25年 60.6％ 

 

週労働時間 60時間以上の雇用者の割合 

計画策定時 10.0％（成果目標 5割減［平成 32年］） → 平成 25年 8.8％ 

・現時点において目標は達成されていないが、計画策定時と比較し、目標へ向け少しずつ前進している。 

・目標達成に向けた課題の一つとしては、労働者の希望も踏まえた労働時間等の見直しを進めることや

恒常的な長時間労働が過重労働の一因となるおそれがあることについて未だ労使の理解が十分でない

ことが考えられる。 

 

年次有給休暇取得率 

計画策定時 47.4％（成果目標 70％［平成 32年］） → 平成 24年 47.1％ 

 ・目標達成に向けた課題の一つとしては、労働者が年次有給休暇の取得にためらいを感じているが考

えられる。 

 

６ 歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 

計画策定時 60分（成果目標２時間 30 分（平成 32年））→平成 23年 67分 

 

次世代認定マーク（くるみん）取得企業数 

計画策定時 920企業（成果目標 2,000 企業（平成 26年））→ 平成 26年 8月末 1,951 社 

 

短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正社員制度等） 

計画策定時 8.6％以下（成果目標 29％（平成 32年））→  20.1％（平成 24年） 

 

 

在宅型テレワーカー数 

 計画策定時 330万人（成果目標 700 万人［平成 27年］） → 平成 25年 720万人 

・国土交通省の平成 25 年度テレワーク人口実態調査によると、在宅テレワーカー数は 720 万人となり

成果目標の 700万人を上回っている。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・企業や労働者が働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる「働き方・休み方改善指標」の

普及に加え、労使の取組に対する支援を拡充する。 

 

・引き続き、良質なテレワークの普及に向けて、テレワークモデル実証事業の実施、導入に取り組む企

業への支援の拡充を図るとともに事業主団体と連携した支援等に取り組む。 

 

・更に短時間正社員制度の導入・定着を促進するため，マニュアルの配布，制度を導入した事業主に対

する助成金等の活用，「短時間正社員制度導入支援ナビ」の運営等による短時間正社員制度の概要や取

組事例等についての情報提供等の各種施策を引き続き行う。 

 

・改正育児・介護休業法（平成２２年施行）附則の５年後見直し規定を受けて、必要な見直しの検討を

進める。 

・改正次世代育成支援対策推進法に基づく企業の働き方の見直しを進めるために、認定及び特例認定の

取得を促進する。このため、認定制度及び特例認定制度の認知度の向上を図る。 

9



４ 参考データ、関連政策評価等 

・育児休業取得率：女性 83.0％、男性 2.03％（2013年）厚生労働省「雇用均等基本調査」 

・次世代育成支援対策推進法施行状況（平成 26年８月末現在） 

○ 一般事業主行動計画届出状況  規模計 66,140社     

101人以上企業 46,290社（届出率 97.5％） 

301人以上企業 14,541社（届出率 97.8％） 

101人以上 300人以下企業 31,749社（届出率 97.4％） 

100人以下企業 19,850社     

○ 認定企業 1,951社  
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                             府省名： 国土交通省        

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画     
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画            

ウ 多様な働き方の普及、普及のための検討   
 
１ 主な施策の取組状況 

②多様な働き方の普及、普及のための検討 

・国土交通省において、「テレワーク人口実態調査」を実施し、在宅型テレワーカー数等を毎年調査し、

公表している。 

  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

②多様な働き方の普及、普及のための検討 

・「在宅型テレワーカーの数」は、第３次男女共同参画基本計画の成果目標（７００万人）となってい

る。平成２５年度テレワーク人口実態調査より、在宅型テレワーカー数は７２０万人となり成果目標の

７００万人を上回っている。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

②多様な働き方の普及、普及のための検討 

・今後もテレワーク人口実態調査を実施するとともに、新たにテレワーク展開拠点構築検討調査を実施

する。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・平成２５年度テレワーク人口実態調査の概要 

http://www.mlit.go.jp/common/001033473.pdf 
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                                           府省名： 内閣府  

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画  

エ 男性の家庭・地域への参画を可能にする地域等の取組支援  
 
１ 主な施策の取組状況 

 

・ 男性にとっての男女共同参画ポータルサイトの開設 

男性にとっての男女共同参画に対する理解の促進と、ロールモデルの発信、情報提供に努めるため、

男性にとっての男女共同参画ポータルサイトを開設した。 

 

・ 男性の家事・育児参画を先導するキーパーソンの育成 

働き方の見直しを進め、男性の家事・育児参画を促進するため、地域・企業等において男性の意識

改革や働き方の見直しを先導するキーパーソンを育成する。 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

・ 男性の育児休業取得率や６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間等が上昇基調にあること

など、取組の裾野は広がりつつある。しかしながら、男性の家事・育児参画等の取組状況は成果目標

には及ばず、依然として低水準となっている。 

これらの背景には、男性の固定的性別役割分担意識や長時間労働の問題があると考えられ、現状を

打開するため、こういった意識の解消と、働く本人だけでなく経営者や管理職が働き方改革の取組を

進める必要がある。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 

・ 引き続き、男性にとっての男女共同参画の理解を促進し、取組の裾野の拡大と深度化を図るために、

興味を引くコラムやロールモデルを掲載する等、ポータルサイトの随時コンテンツの更新を行う。ま

た、キーパーソンの育成を通じて、地域や企業等における取組を促進する。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

○ 男性の育児休業取得率〔厚生労働省（雇用均等基本調査）〕 

1.72(H21)、1.38(H22)、2.63(H23)、1.89(H24)、2.03(H25) 単位：％ 

成果目標 13(H32) 

 

○ ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間〔総務省（社会生活基本調査）〕 

  48(H13）、60(H18)、67(H23) 単位：分 

 成果目標 2時間 30 分 
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                     府省名：      文部科学省      

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画                       
 
（施策名） １ 男性にとっての男女共同参画                      

  エ 男性の家庭・地域への参画を可能にする地域等の取組支援                 
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、学校教育において、児童生徒の発達の段階に応じ、社会科、公民科、家庭科、道徳、

特別活動等の関係の深い教科等を中心に、学校教育全体を通じて、人権の尊重や男女の平等、男女が共

同して社会に参画することや男女が協力して家庭を築くことの重要性についての指導が充実するよう、

新しい小・中・高等学校学習指導要領（小学校は平成 23年４月から、中学校は平成 24年４月から全面

実施。高等学校は平成 25年４月から年次進行で実施）の趣旨の周知・徹底を図った。 

 

・文部科学省では、身近な地域において、全ての親が家庭教育に関する学習や相談ができる体制が整う

よう、家庭教育支援チームの組織化等による相談対応、保護者への学習機会や親子参加行事の企画・提

供等の家庭教育を支援する活動を推進している。 

 また、家庭教育に関する学習講座等において、夫婦共同で子育てをすることの大切さについての意識

啓発がなされるよう促している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・男性の子育てや家庭教育への参画に資する取組であったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・学校教育については、今後とも、男女共同参画社会についての理解を深めるため、引き続き、学習指

導要領の趣旨の周知・徹底を図る。 

 

・家庭教育については、引き続き、身近な地域における家庭教育支援体制の充実のため、家庭教育支援

チームの組織化等による相談対応、保護者等への学習機会の提供等の家庭教育を支援する活動を推進す

るとともに、父親の家庭教育への参加や、新たな家庭教育支援人材としてのシニア世代などの多様な主

体の参画を促進する研究協議を行う。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 

（平成 18 年） １日当たり 60 分 

（平成 23 年） １日当たり 67 分 

（出典）総務省「社会生活基本調査」 

 

○男性の育児休業取得率 

（平成 21 年） 1.72％ 

（平成 24 年） 1.89% 

（出典）厚生労働省「雇用均等基本調査」 
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                                       府省名： 厚生労働省    
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画    

 エ 男性の家庭・地域への参画を可能にする地域等の取組支援    
 
１ 主な施策の取組状況 

・身近な場所に子育て親子が気軽に集まって相談や交流ができるよう，「地域子育て支援拠点事業」を

促進しており，子育て親子の交流の場の提供と交流の促進，子育て等に関する相談・援助の実施，地域

の子育て関連情報の提供，子育て及び子育て支援に関する講習を基本事業として取り組んでいる。平成

25 年度においては，（ア）保育所，公共施設の空きスペース，商店街の空き店舗，公民館等において実

施する「一般型」，（イ）「一般型」の事業に加えて子育て家庭が子育て支援に関する給付・事業の中か

ら適切な選択ができるよう，地域の身近な立場から情報の集約，提供を行う利用者支援や，親子の育ち

を支援する世代間交流や訪問支援，地域ボランティアとの協働による支援等の地域支援を実施する「地

域機能強化型」，（ウ）児童福祉施設等において子育て中の当事者等をスタッフに交えて実施する「連携

型」の 3つの類型により，子ども・子育て支援新制度への円滑な施行に向けた事業展開を図っている。 

・育児を積極的に行う男性「イクメン」及び「イクメン企業」を広めるため，「イクメンプロジェクト」

を実施しており，参加型の公式サイト 4 の運営やハンドブックの配布，男性の育児参加を積極的に促進

しつつ，業務改善を図る企業の表彰（イクメン企業アワード）等により，男性が育児をより積極的に楽

しみ，かつ，育児休業を取得しやすい社会の実現を目指している。  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

地域子育て支援拠点事業：計画策定時 7,100か所 

 最新値 8,201か所(平成 25年度実施状況) 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・地域子育て支援拠点事業は、子ども・子育て支援法第５９条に基づき、市町村子ども・子育て支援事

業計画のもと実施される地域子ども・子育て支援事業として位置づけられており、今後も更なる設置の

推進と機能の充実を図っていく。 

・育児を積極的に行う男性「イクメン」及び「イクメン企業」を広めるため、イクメンプロジェクトを

引き続き実施する。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

育児休業取得率：女性 83.0％、男性 2.03％（2013年）厚生労働省「雇用均等基本調査」 
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                     府省名： 内閣府          

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画       
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画             

 オ 男女間における暴力の予防啓発の充実       
 
１ 主な施策の取組状況 

１ポツ 

・ 若年層に対して女性に対する暴力の被害者又は加害者にならないための効果的な指導を行うため、

予防啓発教育プログラム及び教材を開発した。 

・ 平成 22 年度から、予防啓発教育プログラム及び教材を活用し、若年層に対して教育・啓発機会を

多く持つ指導的立場にある者や若年層に対する暴力に関する予防啓発事業を担当している地方公共

団体の職員及び若年層を対象とした研修を実施している。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

１ポツ 

・ 若年層を対象とした女性に対する暴力の予防啓発のための研修の参加者アンケートによると、研修

について「非常に有用であった」または「有用であった」と答えた参加者の割合は 80％以上であり、

概ね高い評価を得ている（例、平成 25 年度「若年層を対象とした女性に対する暴力の予防啓発のた

めの研修」①指導者向け研修（大阪開催）93.1％、②指導者向け研修（東京開催）83.1％、③若年層

向け研修（東京開催）83.9％）。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

１ポツ 

・ 若年層を対象とする予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図るため、予防啓発プログラム及び教材

の内容について、研修参加者へのアンケート調査結果等を参考に必要に応じ見直しを行う。 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

１ポツ 

【若年層を対象とした女性に対する暴力の予防啓発のための研修アンケート結果】 

 ・ 研修について「非常に有用であった」又は「有用であった」と回答した割合 

  平成 23年度：82.3％  平成 24 年度：87.3％  平成 25年度：90:0％ 
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                     府省名：   法 務 省      
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性，子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性のとっての男女共同参画  

オ 男女間における暴力の予防啓発の充実  
 
１ 主な施策の取組状況 

・法務省の人権擁護機関では，「女性の人権を守ろう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ，

ドメスティック・バイオレンスを含む女性の人権問題をテーマとした講演会や座談会の開催，テレビ・

ラジオ放送，インターネット配信，新聞・雑誌等による広報，啓発冊子等の配布，各種イベント等にお

ける啓発活動を実施している。  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・「人権週間」を中心に特に重点的に全国各地の法務省の人権擁護機関で啓発活動を行うことで，男女

間における暴力を予防するという計画の要請にかなった活動を行っていると評価する。 

 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後とも，「人権週間」期間中における活動を一層推進させるとともに，年間を通じて広報啓発活動

にもより積極的に取組んでいくこととする。 

 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名：      文部科学省      

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画                       
 
（施策名） １ 男性にとっての男女共同参画                      

  オ 男女間における暴力の予防啓発の充実                 
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、学校教育関係者等に対する会議等において、若年層を対象とした交際相手からの暴

力の予防啓発教材について周知を図っている。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・女性に対する暴力を容認しない社会風土の醸成に資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・引き続き、学校教育関係者等に対する会議等において、若年層を対象とした交際相手からの暴力の予

防啓発教材について周知を図っていく。 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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様式１ 
 

                               府省名： 内閣府       
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名） 第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画    
 
（施策名） １ 男性にとっての男女共同参画     

  カ 食育の推進    
 
１ 主な施策の取組状況 

 

 第２次食育推進基本計画（平成 23～27 年度）（平成 23 年３月 31 日食育推進会議決定）に基づき、食

育月間を定め、その一環として食育推進全国大会を開催するとともに、食育推進に関して功績のあった

者に対する食育推進ボランティア表彰を実施し、食育推進に関する普及・啓発を図った。 

 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

食育に関心を持っている国民の割合が上がる中、男性における関心の度合いも向上している。 

 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 

引き続き第２次食育推進基本計画に基づいて、普及・啓発を推進していく。 

また、第３次食育推進基本計画（平成 28～32 年度）の作成に向け、普及・啓発の有り方等について、

食育推進評価専門委員会において、現在検討しているところ。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

食育に関心を持っている国民の割合 平成２２年度：70.5％ → 平成 25 年度：74.6％ 

食育に関心を持っている男性の割合 平成２２年度：59.3％ → 平成 25 年度：67.2％ 
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                                           府省名： 内閣府  

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）１ 男性にとっての男女共同参画  

キ 男性に対する相談体制の確立や心身の健康維持等  
 
１ 主な施策の取組状況 

 

・ 地方自治体等における男性に対する相談体制整備マニュアルの作成 

  地方自治体等における男性に対する相談体制を整備することを目的に、担当行政職員を対象とした

マニュアル（参考資料）を作成し、関係機関に配付した。 

 

・ 男性相談担当者研修の実施 

地方自治体における男性相談担当者を対象に、男性に対する相談体制を整備するにあたっての留意

事項や、相談員としての心構えの理解を深めるため、男性相談担当者研修を実施した。 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

・ 地方自治体等において新規に男性相談窓口開設の問合せが寄せられるなど、取組に裾野の広がりが

見られている。こうした取組を促進するため、地方自治体の男性相談担当者（部署）に対して情報提

供を行う等、支援を継続していくことが必要である。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 

・ 作成した「地方自治体等における男性に対する相談体制整備マニュアル」内容の浸透を図るため、

男性相談担当者研修等の機会を通じて趣旨や対応の留意点等の徹底を図る。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 

19



 
                     府省名： 内閣府        

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画           
 
（施策名）  １ 男性にとっての男女共同参画                     

キ 男性に対する相談体制の確立や心身の健康維持等           
 
１ 主な施策の取組状況 

 

・内閣府において、自殺予防週間（９月 10日～16日）、自殺対策強化月間（３月１日～31日）等を通 

じて、集中的に啓発事業を実施している。また、地域自殺対策緊急強化基金を通じ、地域レベルの実践 

的な取組を中心とする自殺対策の推進を図るため、中高年男性向けの啓発を含めた地域の実情に応じた 

取組を行う地方公共団体や民間団体を支援している。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

・「自殺死亡率（人口 10万人当たりの自殺者数）」は第３次男女共同参画基本計画の成果目標（平成 17 

年の自殺死亡率 24.2 を、平成 28 年までに自殺死亡率を 19.4以下（20％以上減少）にする）となって 

いる。平成 25年の自殺死亡率は 20.7 と自殺死亡率は着実に低下しており、自殺対策全体としての取組 

の効果が現れてきていると考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 

・今後も、継続的に男性に対する相談体制の確立や心身の健康維持等を図れるよう、自殺予防週間等を

通じた啓発活動を実施するとともに、地域の実情に応じた取組を行う地方公共団体や民間団体を支援し

ていく。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

〇自殺死亡率（人口 10万人当たりの自殺者数） 

 

 平成 21 年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

自殺死亡率 24.4 23.4 22.9 21.0 20.7 

 

（出典）厚生労働省「人口動態統計」により作成 
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                     府省名：    文部科学省      
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名） 第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画                       
 
（施策名） ２ 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進と将来を見通した自己形成                      

  ア 教育による男女共同参画の理解の促進                 
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、学校教育において、児童生徒の発達の段階に応じ、社会科、公民科、家庭科、道徳、

特別活動等の関係の深い教科等を中心に、学校教育全体を通じて、人権の尊重や男女の平等、男女が共

同して社会に参画することや男女が協力して家庭を築くことの重要性についての指導が充実するよう、

新学習指導要領の趣旨の周知・徹底を図った。 

また、学校における性に関する指導について、学習指導要領にのっとり、児童生徒の発達段階を踏ま

えるとともに、保護者や地域の理解を得ながら学校全体で共通理解を図って行うよう、学校関係者等に

対し周知徹底を図った。 

 

・独立行政法人国立女性教育会館では、全国の家庭教育・次世代育成支援の行政担当者、子育て支援に

携わる団体のリーダー、企業の次世代育成支援担当者等を対象に、家庭教育・次世代育成指導者研修を

行った。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・男女共同参画の理解の促進に資する取組であったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・文部科学省では、今後とも、男女共同参画社会についての理解を深めるため、引き続き、学習指導要

領の趣旨の周知・徹底を図る。 

 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、家庭教育・次世代育成に関する研修成果について、

ホームページを通じて情報提供を行う。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                       府省名： 内閣府         
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名） 第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画    
 
（施策名） ２ 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進と将来を見通した自己形成    

  イ 子どもの健康の管理・保持増進の推進    
① 食育の普及促進   

 
 １ 主な施策の取組状況 

 

 第２次食育推進基本計画（平成 23～27年度）（平成 23年３月 31日食育推進会議決定）に基づき、食 

育月間を定め、その一環として食育推進全国大会を開催するとともに、食育推進に関して功績のあった 

者に対する食育推進ボランティア表彰を実施し、食育推進に関する普及・啓発を図った。 

 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

平成 23～25 年度についても、多数の関係省庁及び関係機関・団体の協力の基、全国大会を開催する

ことにより、数多くの来場者を得ることができた。 

それによって、幅広い食育関係者の連携が促進された。 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 

 引き続き第２次食育推進基本計画に基づいて、普及・啓発を推進していく。 

第３次食育推進基本計画（平成 28～32 年度）の作成に向け、普及・啓発の有り方等について、食育

推進評価専門委員会において、現在検討しているところ。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

食育に関心を持っている国民の割合 平成２２年度：70.5％ → 平成 25年度：74.6％ 

出展者数 平成 23年 182団体   来場者 平成 23年 51,000人 

     平成 24年 228団体       平成 24年 36,800人 

     平成 25年  93 団体       平成 25年 27,400人 
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                     府省名： 警察庁      

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性、子供にとっての男女共同参画  
 
（施策名）２ 子どもの頃からの男女平等参画の理解の促進と将来を見通した自己形成 

イ 子どもの健康の管理・保持増進の推進 
 
１ 主な施策の取組状況 

④ 薬物乱用、喫煙・飲酒対策の推進 

・ 未成年者や 20 歳代の若年層による覚醒剤、大麻等の乱用への対策として、薬物供給源に対する

取締り、薬物を乱用している少女を含む末端乱用者の早期発見・検挙・補導、再乱用防止のための

施策等を推進した。 

・ 学校等の理解と協力を得た上で、薬物等に関する専門的な知識を有する警察職員を学校に派遣し、

薬物乱用の実態等を踏まえた薬物乱用防止教室を開催している。 

２ 取組結果に対する評価 

④ 薬物乱用、喫煙・飲酒対策の推進 

・ 平成 22年から平成 25 年にかけて、薬物事犯の検挙人員のうち、未成年者及び 20歳代が占める

割合は、覚醒剤事犯、大麻事犯ともに低下傾向（覚醒剤：21.7％→15.2％、大麻：60.9％→44.8％）

にある。一方、平成 25年中の大麻事犯の検挙人員のうち、未成年者及び 20歳代が占める割合は全

体の約 45％を占めているほか、危険ドラッグの若年層への広がりが懸念されるなど、依然として憂

慮すべき状況にある。 

・ 少年の覚醒剤や大麻事犯の検挙人員の継続的な減少及びそれらの事犯全体における少年の割合の

低下等一定の成果が認められた。一方で、危険ドラッグの少年への広がりが懸念されるなど、憂慮

すべき状況にある。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

④ 薬物乱用、喫煙・飲酒対策の推進 

・ 「第四次薬物乱用防止五か年戦略」（平成 25年８月薬物乱用対策会議決定）及び「危険ドラッグ

の乱用の根絶のための緊急対策」（平成 26年７月同会議取りまとめ（平成 26年８月一部改定））に

基づき、引き続き、未成年者や 20歳代の若年層による覚醒剤、大麻等の乱用への対策を推進する。 

・ 引き続き、学校等における薬物乱用防止に関する広報啓発活動を推進する。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

④ 薬物乱用、喫煙・飲酒対策の推進 

・ 平成 25年の薬物・銃器情勢（警察庁組織犯罪対策部薬物銃器対策課） 

・ 第四次薬物乱用五か年戦略（平成 25年８月薬物乱用対策推進会議決定） 

・ 危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策（平成 26年７月同会議取りまとめ（平成 26年８月

一部改定）） 

○覚醒剤、大麻で送致された少年の送致人員の推移 

 平成 22 年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

覚醒剤 228人 183人 148人 124人 

大麻 164人 81人 66人 59人 
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                     府省名：      文部科学省      

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画                       
 
（施策名） ２ 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進と将来を見通した自己形成                      

  イ 子どもの健康の管理・保持増進の推進                
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、学校において、健康診断や体育・保健体育の教科を中心とした健康教育を実施する

とともに、アレルギー疾患やメンタルヘルス等児童生徒の現代的健康課題に対応するため、地域の実情

を踏まえた医療機関等との連携等、課題解決に向けた計画の策定や、それに基づく具体的な取組に対し

て支援を行う事業を実施した。 

また、性感染症等の問題について総合的に解説した啓発教材を作成し、中学生・高校生に対し配布す

るなど、引き続き学校教育におけるエイズ教育等の充実を図った。 

さらに、薬物乱用防止教育の充実を図るため、大学生等を対象にしたパンフレットの作成・配布、薬

物乱用防止教室の指導者に対する講習会やシンポジウムの開催、薬物乱用の問題について総合的に解説

した啓発教材（小・中・高校生用）の作成・配布を行うとともに、平成 24 年度に実施した薬物等に対

する意識等調査の報告書を作成し、都道府県教育委員会等に配布した。 

そのほか、喫煙、飲酒について、総合的に解説した啓発教材（小・中・高校生用）の作成・配布等を

行った。 

２ 取組結果に対する評価 

・子どもの健康管理、健康の保持増進に資する取組であったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・文部科学省では、今後とも、子どもの健康管理、健康の保持増進を図るため、学校における健康診断

や健康教育、地域の関係機関等との連携による児童生徒の現代的な健康課題を解決するための事業等を

推進する。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○妊娠中の喫煙・飲酒 

（平成 21 年度） 

①喫煙率 5.5％、4.4％、4.9％（3～4 か月、1 歳 6 か月、3 歳児健診時の結果） 

②飲酒率 7.6％、7.5％、8.1％（3～4 か月、1 歳 6 か月、3 歳児健診時の結果） 

（平成 25 年度） 

①喫煙率 3.9%  3.6%  4.0%（3～4 か月、1 歳 6 か月、3 歳児健診時の結果） 

②飲酒率 3.2%  4.4%  5.3%（3～4 か月、1 歳 6 か月、3 歳児健診時の結果） 

（出典）厚生労働省科研費「健やか親子 21を推進するための母子保健情報の利活用に関する研究」、厚

生労働科学研究研究班調査 
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                                       府省名： 厚生労働省    
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）２ 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進と将来を見通した自己形成    

 イ 子どもの健康の管理・保持増進の推進    
 
１ 主な施策の取組状況 

・薬物乱用防止対策として，若年層が，危険ドラッグ・覚醒剤・大麻等の害悪に関する正しい知識を持

つための普及啓発読本を作成・配布している。また，薬物乱用防止に資するため「ダメ。ゼッタイ。」

普及運動等のイベントを開催している。 

 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症

法」という。）に基づく，平成 24 年 1 月の「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」（エ

イズ予防指針）（平成 24 年厚生労働省告示第 21 号）に基づき，施策の重点化を図るべき 3 分野（普及

啓発及び教育，検査・相談体制の充実，医療の提供）を中心として，エイズ患者や HIV感染者の人権や

社会的背景に配慮しつつ，国，地方公共団体，医療従事者や NGO等が連携して予防と医療に係る総合的

施策を展開している。 

 

・また，平成 24年 1月の「性感染症に関する特定感染症予防指針」（平成 24年厚生労働省告示第 19号）

に基づき，（ア）発生の予防・まん延の防止では，性感染症の予防方法等に関する情報提供を進めるこ

とや，より精度の高い検査方法を推進していくこと，（イ）医療の提供では，学会等と連携した医療の

質の向上や医療アクセスの向上に取り組んでいくこと，（ウ）情報収集・調査研究では，発生動向の的

確な把握に努めることや性感染症のリスクに関する意識や行動に関する研究を実施することについて，

更なる対策の推進を図っている。 

 

 

・平成 8年度以降継続的に行っている，厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病

対策総合研究事業）での調査によると，未成年の飲酒率，喫煙率は，調査開始時より減少してきている

ものの，０％にはなっていない。このような状況を踏まえて，「がん対策推進基本計画」（平成 24年 6 月

閣議決定）や「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本 21（第二次））」（平成 24年厚

生労働省告示第 430 号）では，未成年者の飲酒と喫煙を 34 年度までになくすという数値目標を設定し

ている。 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

◆性器クラミジア：計画策定時 27.09 → 最新値（26.29） 

◆性器ヘルペス：計画策定時 8.07 → 最新値（9.01） 

◆尖圭コンジローマ：計画策定時 5.50 → 最新値（5.90） 

◆淋菌感染症：計画策定時 9.65 → 最新値（9.74） 

 

◆平成２５年新規ＨＩＶ感染者報告数：1,106 件 

◆平成２５年新規ＡＩＤＳ患者報告数：484件 

◆未成年者の喫煙（平成 22年） 

 中学 1年生 男子 1.6％ 女子 0.9％ 
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高校 3年生 男子 8.6％ 女子 3.8％ 

◆未成年者の飲酒（平成 22年） 

 中学 3年生 男子 10.5％ 女子 11.7％ 

高校 3年生 男子 21.7％ 女子 19.9％ 

平成 21年度は数値をとっていない 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・これまでの取組をより着実に行うとともに、最近、危険ドラッグを使用した者による二次的犯罪や健

康被害を起こす事例が多発していることから、平成 26 年 7 月に決定した「危険ドラッグの乱用の根絶

のための緊急対策」に基づいて、危険ドラッグを含めた薬物乱用防止の普及啓発活動をより一層推進す

る。 

 

・引き続き、エイズ予防指針を踏まえ、HIV/エイズに関する総合的施策を展開する。 

 

・また、引き続き、「性感染症に関する特定感染症予防指針」（平成 24年厚生労働省告示第 19号）に基

づき，（ア）発生の予防・まん延の防止では，性感染症の予防方法等に関する情報提供を進めることや，

より精度の高い検査方法を推進していくこと，（イ）医療の提供では，学会等と連携した医療の質の向

上や医療アクセスの向上に取り組んでいくこと，（ウ）情報収集・調査研究では，発生動向の的確な把

握に努めることや性感染症のリスクに関する意識や行動に関する研究を実施する。 

 

・他省庁と協力して未成年者の飲酒・喫煙対策を進めていく。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

26



  
                        府省名： 警察庁  

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画   
 
（施策名）３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現   

ア 子どもに対する暴力・虐待への総合的な対策  
 

１ 主な施策の取組状況 

① 広報啓発の推進 

・ 毎年 11 月の児童虐待防止推進月間に合わせ、都道府県警察に対して児童虐待に関する広報・啓

発の推進等を指示し、広報・啓発活動を推進している。 

② 虐待への適切な対応  

・ 児童虐待のおそれのある児童を発見した際の児童相談所への通告を徹底するとともに、児童の安

全確保を最優先とした対応を図っている。 

・ 児童に対する性的虐待については、厳正に対処するという観点とともに、被害児童の負った心身

の深い傷を回復させるという観点から、積極的な事件化を図り被疑者検挙に努めている。 

③ 被害を受けた子どもに対する相談・支援 

・ 犯罪の被害に遭った少年に対し、少年補導職員を中心に継続的にカウンセリングを行うなどの支

援を行うとともに、部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担

当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。 

④ 防犯・安全対策の強化 

・ 通学路や公園等における防犯・安全対策を強化し、性犯罪等の前兆となり得る声掛け、つきまと

い等の行為者の特定に関する情報収集及び分析を行うとともに、特定した当該行為者に対する検

挙、又は指導警告措置を講じる先制予防的活動を推進している。 

２ 取組結果に対する評価 

① 広報啓発の推進 

・ 毎年 11 月の児童虐待防止推進月間に合わせ、都道府県警察による広報活動を推進し、虐待を根

絶するための啓発等の充実を図った。 

② 虐待への適切な対応  

・ 児童の安全確保を最優先とした対応を図り、適切な対応を推進した。 

・ 児童に対する性的虐待については、積極的な事件化を図っており、厳正に対処した。 

③ 被害を受けた子どもに対する相談・支援 

・ 関係機関・団体と協力し、カウンセリングの実施や少年の家庭環境を始めとする周囲の環境調整

を行うなど、継続的で効果的な支援を行った。 

④ 防犯・安全対策の強化 

・ 警察では平成 21 年４月に全ての都道府県警察に子供や女性を対象とする性犯罪等の前兆とみら

れる声掛け、つきまとい等の事案に関する情報収集及び分析等により行為者を特定し、検挙又は指

導・警告措置を講じる先制予防的活動を行う子供女性安全対策班を設置し、従来の検挙活動等に加

えて子供や女性を被害者とする性犯罪等の未然防止を図ってきた。 

・ 子供が安心して登下校できるよう、通学路や通学時間帯に重点を置いたパトロールの強化、子供

に身の危険を察知する能力等を身につけさせるための体験型被害防止教育の推進、子供が被害に遭

った事案等の発生に関する情報を児童や保護者に対して迅速に提供するため教育委員会や小学校

等と連携した情報発信活動の推進、危険に遭遇した子供の一時的な保護と警察への通報等を行う

「子供 110番の家」等ボランティアに対する支援等を推進してきた。 
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３ 今後の方向性、検討課題等 

① 広報啓発の推進 

・ 引き続き、広報活動を推進し、啓発活動等の充実を図っていく。 

② 虐待への適切な対応 

・ 引き続き、児童の安全確保を最優先とした対応を図っていく。 

・ 引き続き、児童に対する性的虐待について、積極的に事件化を図っていく。 

③ 被害を受けた子どもに対する相談・支援 

・ 引き続き、関係機関・団体と協力し、カウンセリングの実施や少年の家庭環境を始めとする周囲

の環境調整を行うなど、継続的な支援を行っていく。 

④ 防犯・安全対策の強化 

・ 今後も、子供女性安全対策班を中心として先制予防的活動を推進するとともに、関係機関や防犯

ボランティア等と連携して、子供や女性を対象とした性犯罪等の未然防止を図っていく。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○ 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(平成 21年～平成 25年) 

 

 

○ 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成 21年～平成 25年) 

 

H21 H22 H23 H24 H25
6,277 9,038 11,536 16,387 21,603

身体的虐待 2,558 3,754 4,484 5,222 6,150
性 的 虐 待 149 129 150 163 149
怠 慢 ・ 拒否 1,137 1,701 2,012 2,736 2,960
心理的虐待 2,433 3,454 4,890 8,266 12,344
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334 352 384 472 467

身体的虐待 234 270 270 344 334
性 的 虐 待 91 67 96 112 103
怠 慢 ・ 拒否 9 15 17 10 14
心理的虐待 0 0 1 6 16
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○ 被害少年の支援 

 

保護者 被害少年

○ 支援体制
・ 少年サポートセンター
・ 少年補導職員 等

○ 相談窓口
・ 少年相談室 等

連携
カウンセリング
環境の調整等

相談

連携

関係機関・団体

被害少年サポーター
（地域ボランティア）

被害少年カウンセリング
アドバイザー

（臨床心理士、精神科医等）
捜 査 部 門

被害の
申告

連絡指導・助言

 
(出典)警察白書(平成 26年) 

 

○子供 110番の家にかかる講習及び被害防止教室の開催状況 

 平成 23年度末 平成 24年度末 平成 25年度末 

子供 110番の家登録者に対する講習実施数 約 790回 約 960回 約 1140 回 

被害防止教室（小学校）実施校数 約 18,000校 約 20,000校 約 20,000校 

  同 上      実施回数 約 24,000回 約 25,000回 約 25,000回 

  同 上      参加児童数 約 3,990,000人 約 3,830,000人 約 3,480,000人 
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                           府省名：   法 務 省     
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性，子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現  

ア 子どもに対する暴力・虐待への総合的な対策  
 
１ 主な施策の取組状況 

② 虐待等への適切な対応 

・法務省の人権擁護機関では，法務局，デパート，公民館等における面談・電話による人権相談，専用

相談電話「子どもの人権 110 番」（全国共通フリーダイヤル）等による人権相談，インターネットを利

用した人権相談（ＳＯＳ－ｅメール）を行っている。子どもの人権 110番等の強化週間を設け，期間中

においては平日の相談受付時間を延長するとともに，土曜日・日曜日も開設している。また，「子ども

の人権ＳＯＳミニレター」（便箋兼封筒）を全国の小・中学校の児童生徒に配布するなど，子どもが相

談しやすい環境を整備している。 

  

 

２ 取組結果に対する評価 

② 虐待等への適切な対応 

・取組の結果，気軽に人権相談ができる環境を整えて，悩みを抱えている多くの方々に相談と問題解決

の機会を提供し，多種多様な人権侵犯事件について事案に応じた迅速的確な調査及び適切な救済措置を

行うことができたものと考えている。 

なお，法務省の人権擁護機関において人権侵犯事件として立件した事案のうち児童に対する暴行虐待

に関するものは増加傾向にあり，平成 25 年は 911 件で昨年に引き続き過去最高となった。これらのこ

とから，気軽に人権相談できる環境を整え，人権侵害事案の発生を広く把握し，調査・救済手続きにつ

なげられたものであり，適切に対応したことがうかがえる。 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

② 虐待等への適切な対応 

・今後も，引き続き，気軽に人権相談ができる環境を整え，人権侵害事案の発生を広く把握し，迅速的

確な調査及び適切な救済措置を講じるとともに，社会的要請にも適切に応じた相談・調査救済処理の実

施に係る施策を推進していく。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○ 児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件数（開始件数） 

平成 22年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25年 

771 865 873 911 

 ※教育職員による体罰は含まない。 

   

（出典）法務省「人権侵犯事件統計」 
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                             府省名：    法 務 省           

     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 

（分野名） 第３分野 男性，子どもにとっての男女共同参画  

 

（施策名） ３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現  

ア 子どもに対する暴力・虐待への総合的な対策  

 

 

１ 主な施策の取組状況 

③ 被害を受けた子どもに対する相談・支援 

・(１)法務省では，検察職員に対して，その経験年数等に応じた各種研修において，被害者の保護・支

援，児童からの事情聴取方法等に関する研修を実施している。 

・(２)被害を受けた子どもからの相談やその他の情報によって児童虐待事案の情報を得た場合は，児童

相談所などと連携し，被害を受けた子どもを一時保護させるといった適切な対応に努めている。また，

事案に応じて加害者に対して説示を行うなど適切な措置を講じている。これにより，被害を受けた子ど

もの救済に努めている。 

２ 取組結果に対する評価 

③ 被害を受けた子どもに対する相談・支援 

・(１)計画の要請を満たしている。 

・(２)取組の結果，気軽に人権相談ができる環境を整えて，悩みを抱えている多くの方々に相談と問題

解決の機会を提供し，多種多様な人権侵犯事件について事案に応じた迅速的確な調査及び適切な救済措

置を行うことができたものと考えている。 

なお，法務省の人権擁護機関において人権侵犯事件として立件した事案のうち児童に対する暴行虐待

に関するものは増加傾向にあり，平成 25 年は 911 件で昨年に引き続き過去最高となった。これらのこ

とから，気軽に人権相談できる環境を整え，人権侵害事案の発生を広く把握し，調査・救済手続きにつ

なげられたものであり，適切に対応したことがうかがえる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

③ 被害を受けた子どもに対する相談・支援 

・(１)今後も同様の取組を実施する。 

・(２)今後も，引き続き，気軽に人権相談ができる環境を整え，人権侵害事案の発生を広く把握し，迅

速的確な調査及び適切な救済措置を講じるとともに，社会的要請にも適切に応じた相談・調査救済処理

の実施に係る施策を推進していく。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○ 児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件数（開始件数） 

平成 22年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25年 

771 865 873 911 

 ※教育職員による体罰は含まない。 

   

（出典）法務省「人権侵犯事件統計」 
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                     府省名：    文部科学省      

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名） 第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画                       
 
（施策名） ３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現                      

  ア 子どもに対する暴力・虐待への総合的な対策                 
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、平成 22 年 3 月に厚生労働省と協議の上で策定した、学校等から児童相談所等への

児童の出欠状況等の定期的な情報提供の実施方法等に関する指針について、23年 3月にその実施状況等

を検証し、結果を公表するとともに、24年 3月に児童虐待の速やかな通告を一層推進するための留意事

項を、都道府県等を通じて、学校教育関係者に周知した。25年度においても、引き続き各種会議等で周

知を図った。 

さらに、被害者を含めて児童生徒等の相談等に適切に対応できるよう、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカー等の配置を推進するなど、学校における相談体制の充実を支援している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・子どもに対する暴力・虐待への対策に資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・平成 27 年度概算要求においても、学校における相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカー等の配置に係る経費を要求している。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○児童相談所における児童虐待相談対応件数 

（平成２１年度） 44、211 件 

（平成２４年度） 66、701 件 

（出典）厚生労働省調べ 
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                                       府省名： 厚生労働省    
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現    

 ア 子どもに対する暴力・虐待への総合的な対策    
 
１ 主な施策の取組状況 

・平成 16年から 11 月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け，児童虐待問題に対する社会的関心の喚

起を図るため，関係府省庁や地方公共団体，関係団体等と連携した広報・啓発活動を実施している。 

・25 年度においては，月間標語の公募・決定，「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」の開催（11月

16 日・大分県別府市），広報用ポスター，リーフレットや児童相談所全国共通ダイヤル紹介しおりの作

成・配布，政府広報を活用した各種媒体（ラジオ，新聞広告等）により，児童虐待は社会全体で解決す

べき問題であることを周知・啓発した。 

・民間団体（特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク）が中心となって実施している「オレ

ンジリボン運動」を後援している。 

 

・児童虐待への対応については，児童虐待の防止等に関する法律（平成 12年法律第 82号。以下「児童

虐待防止法」という。）及び児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）の累次の改正や，民法等の一部を改

正する法律（平成 23 年法律第 61 号）による親権の停止制度の新設等により，制度的な充実が図られて

きた。 

・発生予防に関しては，生後 4 か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提

供や養育環境等の把握，育児に関する不安や悩みの相談等の援助を行う「乳児家庭全戸訪問事業（こん

にちは赤ちゃん事業）」や，養育支援が特に必要であると判断される家庭に対して，保健師・助産師・

保育士等が居宅を訪問し，養育に関する相談に応じ，指導，助言等により養育能力を向上させるための

支援を行う「養育支援訪問事業」，子育て中の親子が相談・交流できる「地域子育て支援拠点事業」の

推進等の相談しやすい体制の整備等に取り組んでいる。 

・早期発見・早期対応に関しては，虐待に関する通告の徹底，児童相談所の体制強化のための児童福祉

司の確保，市町村の体制強化，専門性向上のための研修やノウハウの共有，「要保護児童対策地域協議

会（子どもを守る地域ネットワーク）」の機能強化に取り組んでいる。 

 

・保護・自立支援に関しては，社会的養護の質・量の拡充，家族再統合や家族の養育機能の再生・強化

に向けた取組を行う保護者支援の推進等の取組等を進めている。 

２ 取組結果に対する評価 

・地域子育て支援拠点事業：計画策定時 7100 か所 

 最新値 8,201 か所(平成 25年度実施状況（市町村単独分は平成 24年度実績）) 

 

・近年、虐待を受けた子どもや障害のある子どもが増えるなど、子どもの抱える問題が複雑・多様化し 

ており、施設の小規模化を進めるなど養護の質の改善は重要な課題であるとの認識のもと、これまでも

施設職員の専門性の向上とともに、児童養護施設の人員配置など、養護の質を高める取り組みを進めて

おり、一定程度計画の要請を満たしていると考える。 
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３ 今後の方向性、検討課題等 

・第１８５回臨時国会で成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法

律」において、「施設に入所等をする子どもの養育環境等の整備のために必要な措置」を「着実に講ず

るもの」とされたところであり、今後、この規定にしたがって、消費税財源を含めた安定財源を確保し

た上で、人員配置基準の引上げなど、養護の質を高める取り組みを進めていく。 

・児童虐待への対応等の対策については、これまで以上に虐待に至る前の発生予防、早期発見・早期対

応、子どもの適切な保護・支援等といった、各段階での切れ目のない対応の充実を図っていく。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

 

34



 
                     府省名： 内閣府            

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 ３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現      

 
（施策名）イ メディア・リテラシーの向上           

・①メディア・リテラシー向上のための取組          

 

１ 主な施策の取組状況 

○子ども・若者育成支援推進本部の下で、｢青少年が安全に安心してインターネットを利用できる

ようにするための施策に関する基本的な計画｣ （平成 21 年 6 月 30 日決定・平成 24 年 7 月 6 日改

訂）のフォ ローアップを実施し、関係省庁が連携して青少年の安全で安心なインターネット利用

環境の整備を推進している 

○青少年を取り巻くインターネット利用環境が急速に変化していること等を踏まえ、｢青少年イン

ターネット環境の整備等に関する検討会｣において、基本計画の見直しに向けた議論を開始した。 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」や｢青少年のインターネット利用環境づくりフォーラ

ム｣等の機会を捉えて、関係機関・団体と連携して青少年が犯罪被害やトラブルに遭うことのない

ように、広報・啓発活動を推進している。 

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共有

等を充実強化する必要がある。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて広報・普及啓発を充実強

化する必要がある。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に連動させて開催するなど、｢青少年が

安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画｣等に基

づく取組が効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する

必要がある。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要がある。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要がある。 

４ 参考データ、関連政策評価等 
○｢青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な

計画｣（平成 21 年 6 月 30 決定・平成 24 年 7 月 6 日改訂）及び、｢青少年インターネット環境の整

備等に関する検討会｣における基本計画の見直しに向けた議論等を踏まえ、青少年が安全で安心し

てインターネットを利用できる環境の整備に向けた総合的な取組が効果的に行われるように、国・

地方公共団体・関係団体等における連携・情報共有等の促進を図る。 
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                    府省名： 警察庁  

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現 

イ メディア・リテラシーの向上 
 
１ 主な施策の取組状況 

① メディア・リテラシー向上のための取組 

・ 警察では、サイバー空間における犯罪被害から児童を守るため、警察やプロバイダ連絡協議会等

が主催する研修会や学校の授業等の機会を利用した講演のほか、警察庁ウェブサイト、広報用パン

フレット、情報セキュリティ対策ＤＶＤ等により、サイバー犯罪の手口やインターネット上の違法

情報・有害情報の現状、対策等について周知を図っている。 

 

２ 取組結果に対する評価 

② メディア・リテラシー向上のための取組 

・ 近年、スマートフォンの急速な普及等を背景に、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭っ

た児童が増加傾向にあるほか、インターネット上における違法情報・有害情報が依然として後を絶

たない現状にあることなどから、今後もより一層、サイバー空間における犯罪被害から児童を守る

ための広報啓発を行うことが重要である。 

 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

③ メディア・リテラシー向上のための取組 

・ 引き続き、サイバー空間における犯罪被害から児童を守るため、犯罪被害の実態やインターネッ

トの危険性等に関して、リーフレットの作成、警察庁ホームページへの掲載等による広報啓発活動

を推進する。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名：総務省            

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画  
 
（施策名）（３）子どもに健やかな成長と安全で安心な社会の実現  

イ メディア・リテラシーの向上  
 
１ 主な施策の取組状況 

①  メディア・リテラシー向上のための取組 

○ ICTメディア・リテラシー 

・平成 23 年度は有識者による検討委員会を組成し、モデルシステムの構成、育成すべきリテラシーの

指標、具体的内容等について検討を行い、報告書を取りまとめた。 

・平成 24 年度は報告書を踏まえたモデルシステムを構築し、リテラシー育成コンテンツを作成。その

上で、図書館・公民館等公共施設に子どもや高齢者でも使いやすい端末を配備し、自分でインターネ

ット等各種メディアを主体的に読み解く能力等を向上させるための学習効果の高いコンテンツ、利用

環境の検証を行った。 

・平成 25 年度は、PDCA サイクルによるシステムの改善、育成コンテンツの更新等に取り組み、より実

効性の高い普及モデルの検討を行った。 

○ 放送分野のメディア・リテラシー 

放送分野については、メディア・リテラシーの向上を目的とした小学校・中学校・高等学校向けの教

材を開発し、教育関係者等広く一般に提供。 

 

２ 取組結果に対する評価 

① メディア・リテラシー向上のための取組 

○ ICTメディア・リテラシー 

取組により、リテラシー育成コンテンツ及び実証結果等をとりまとめた報告書を作成した。ホームペ

ージで公表し、普及を図っている。 

○ 放送分野のメディア・リテラシー 

上記の取組を通じ、メディア社会に積極的に参画する能力の涵養に寄与。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

① メディア・リテラシー向上のための取組 

○ ICTメディア・リテラシー 

スライドや動画を中心とするリテラシー育成コンテンツは充実したが、より実践的な学習のためのシ

ミュレーター型のコンテンツが少なく、さらなる拡充が必要と認識している。新たなシミュレーター

型のリテラシー育成コンテンツの開発等により、安全で実践的なリテラシー向上のための取組を推進

する。 

○ 放送分野のメディア・リテラシー 

 放送分野の教材については、一般に対する提供を継続。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名：      文部科学省      
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名） 第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画                       
 
（施策名） ３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現                      

  イ メディア・リテラシーの向上                 
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、携帯電話やスマートフォンなどの急激な普及により、インターネット上の違法・有

害情報サイトを通じた犯罪やいじめ等に青少年が巻き込まれている現状を踏まえ、インターネット上の

マナーや家庭でのルール作りの重要性を保護者等に対して周知するため、有識者によるネットモラルキ

ャラバン隊を結成し、学習・参加型のシンポジウムを開催するとともに（平成 25年度：12か所）、啓発

リーフレットの作成・配布等に取り組んでいる。 

また、携帯電話やスマートフォンなどを利用する青少年自らが、適切な利用法について学び合うワー

クショップや地域の実情に応じた有害環境対策の推進を支援している。 

 

・また、文部部科学省では、平成 20・21 年に改訂された学習指導要領に基づき、子供たちが、情報を

主体的に収集・判断する能力や、インターネットを始めとする様々なメディアが社会や生活に及ぼす影

響を理解し情報化の進展に主体的に対応できる能力などの育成を図っている。なお、当該学習指導要領

を円滑に実施するために、全国の担当者を対象にした会議等において周知を行ってきた。 

さらに、学校におけるの指導の充実を図るため、教員が指導する際に役立つ動画教材と指導手引書を

作成し、全国の教育委員会に配布（平成 26年度 4月）した。 

 

２ 取組結果に対する評価 

 

・青少年が携帯電話やスマートフォン等を通じて、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

上で不適切な投稿をしないことなど、適切なインターネットの利用について普及啓発し、メディアにお

ける人権の尊重に貢献した。 

 

・平成 20・21 年に改訂された学習指導要領に基づいた情報教育を円滑に実施するために、全国の担当

者を対象にした会議において周知を行うとともに、教員用の指導手引書の作成等を行っており、メディ

アリテラシーの向上に資するものであったと考えられる。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・スマートフォンをはじめとする新たな情報機器が急速に普及していることから、引き続き青少年が適

切にインターネットを利用できるよう、普及啓発に取り組む。 

 

・また、引き続き、学習指導要領に基づいた情報教育を推進するとともに、今後の情報教育の在り方に

ついて検討していく。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名： 経済産業省             
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第３分野 男性、子どもにとっての男女共同参画 
 
（施策名）３ 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現 

イ メディア・リテラシーの向上     
 
１ 主な施策の取組状況 

① メディア・リテラシー向上のための取組 

・青少年のインターネット利用に係る効用、トラブル、フィルタリングの概要等についてとりまとめた

啓発資料を作成し、青少年・保護者・教職員を対象として、学校等でフィルタリング普及啓発セミナ

ーを継続して開催。 

・警察庁、都道府県警察、ＮＰＯ等の協力の下、インターネット利用に関する基礎知識を学習するため

の「インターネット安全教室」を継続して開催。 

・平成 24 年度からは、フィルタリング普及啓発セミナーに加え、地域の指導者等向けセミナーを開催

し、インターネット接続機器等に関する理解促進を支援。 

２ 取組結果に対する評価 

① メディア・リテラシー向上のための取組 

・フィルタリング普及啓発セミナー、指導者等向けセミナー及びインターネット安全教室を相当回数実

施。 

・フィルタリング普及啓発セミナー後のアンケートにおいて、セミナー内容を理解したとする回答の割

合は、いずれの受講者区分においても９割程度と高かった。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

① メディア・リテラシー向上のための取組 

・フィルタリング普及啓発セミナー等について、インターネット利用環境の変化に応じ、啓発資料及び

啓発講座の内容を更新しつつ、引き続き開催し、子どものインターネット・リテラシー向上に努める。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・フィルタリング普及啓発セミナー、指導者等向けセミナー、インターネット安全教室の開催実績 

 22年度 23年度 24年度 25年度 

フィルタリング普及啓発セミ

ナー 
58回 40回 30回 3,709人 15回 1,772人 

指導者向けセミナー   11回 247人 20回 478人 

インターネット安全教室 158回 159回 150回 9,050人 120回 7,968人 

※男女別の集計は行っていない。 

 

・フィルタリング普及啓発セミナーのアンケートで「内容を理解した」と回答した割合 

 保護者 教職員 小学生 中学生 高校生 

平成 24年度 87.6％ 88.8％  87.1％ 90.9％ 

平成 25年度 91.2％ 95.6％ 87.1％ 

※男女別の集計は行っていない。 
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